
◇平成18年3月策定 　① 少子高齢化の進展、景気の後退など社会情勢の変化

◇計画期間10年間（平成18年～平成27年） 　② 政権交代による国政の変化

◇平成22年は、計画中間年 　③ 県による「第3次山形県総合発展計画」の新たな策定

　④ 市民の市政ニーズの変化

◇将来都市像

平成22年6月15日

第5次寒河江市振興計画の見直しについて

第　5　次　振　興　計　画 現計画策定後の状況の変化

～市民の意見を十分にふまえた、市民主体の計画の見直し～

○内外の大きな社会情勢の変化に対応し、現計画について検証・見直しを行うことで、後期5年間のまちづくりの方向性をより確かなものに。

○市民とともに第5次振興計画を見直し、新たな時代に対応した施策の展開により寒河江市を明るく元気に。
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　『歴史と文化の織りなす

　　　　　　　　　　　　　気品ただよう美しい都市寒河江』

　「より美しく」「より豊かに」「より元気に」

第Ⅰ節　景観と歴史・文化の融合を図り、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品格ある社会をめざす

第Ⅱ節　夢はずみ、希望に満ちた都市をめざす 　○ これまでの取組み（計画の進捗）を市民目線で検証・評価

第Ⅲ節　活力に満ちた産業の創造 　　・計画前期の施策ごとの進捗について、アンケートにより市民から評価

第Ⅳ節　いきいきと健康で安心できる地域社会の創造 　　・計画前期の詳細な事業の進捗を市のホームページに公表

第Ⅴ節　市民自らの手による地域社会の創造 　○ 市民ニーズの把握と市民の意見の計画への反映

第Ⅵ節　２１世紀を担う人材の育成 　　・審議会委員を市民から公募

第Ⅶ節　自らの責任で自立した市政をめざす 　　・地域ワークショップによる市民主体の計画づくり　・地域座談会の開催

　○ 子育て支援等重要施策を重点項目として掲げて推進

新たな時代に対応しながら、市民主体の見直し

振興計画の見直しにより、

まちづくりの方向性をより確かなものに

○内外の大きな社会情勢の変化に対応し、現計画について検証・見直しを行うことで、後期5年間のまちづくりの方向性をより確かなものに。

○市民とともに第5次振興計画を見直し、新たな時代に対応した施策の展開により寒河江市を明るく元気に。
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